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はじめに

士別市は、北海道北部の中央に位置し、道立自然公園「天塩岳」などの山々に囲まれ、北海道

第２の大河「天塩川」の源流の悠々たる流れが肥沃な大地をつくり、四季折々の変化に富んだ自

然環境と屯田兵①をはじめとする先人達のたゆまない努力により、緑豊かな田園都市として発展し

てきました。

こうした歴史のなか、私たちは、健康で文化的な生活を営むために、良好で快適な環境の恵み

を受ける権利を有するとともに、このかけがえのない良好な環境を保全・創造し、次の世代に引

き継いでいく責務を有しています。しかし、近年においては、地球温暖化②、大気汚染、資源やエ

ネルギーの大量消費など地球規模の環境問題は、ますます増大するとともに深刻化しており、環

境の保全に向けての取り組みは、世界的な重要課題となっています。

国は、令和３（2021）年４月に、令和32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする脱炭素社会・カーボンニュートラルの実現を目指し、中期目標として令和 12

（2030）年度に温室効果ガス排出量を46％削減することを表明しました。

本市においても令和4（2022）年２月22日に「2050 年ゼロカーボンシティ」を表明し、

「2050 年脱炭素社会」を目指すため、令和５（2023）年３月に「地球温暖化対策実行計画」

を策定しました。

こうした状況を踏まえ、「士別市環境基本計画」の内容を一部見直すこととしました。

士別市まちづくり総合計画では、「天塩の流れとともに人と大地が躍動するすこやかなまち」

をめざす都市像とし、様々なまちづくりの施策を行っていますが、本計画においても「天塩の流

れと緑」を基調とした計画になっており、将来に向けて良好な環境を保全し創造するための目標

や方針を示しています。

士別市のあるべき姿を実現するためには、私たち一人ひとりが環境にやさしい市民であること

を自覚し、行政のみならず、市民、事業者、団体が連携し末永く環境の保全・創造に取り組むこ

とが重要です。

今後も、本計画をもとに地域や地球環境の保全と創造に向けた取り組みを進めてまいりますの

で、市民の皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

令和５年3月

士別市長 渡辺 英次
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第1章 基本方針
１ 計画策定の背景

地球温暖化による影響は世界中で広がり、異常気象、干ばつ、海面水位の上昇、生物種の絶滅

などが危惧されています。私たちが、自然生態系の一員でありながら、これまで大量生産・大量

消費・大量廃棄による資源の浪費を繰り返し、環境負荷③を招いてきたことにより、地域全体の

環境のみならず地球環境をも脅かすものになってきています。

こうしたなか、2015年に、フランス・パリで開催された「ＣＯＰ21④」において、温暖化対

策の国際枠組み『パリ協定』が採択され、我が国においても唯一の地球温暖化に関する総合的な

計画として温室効果ガス⑤の排出抑制及び吸収の量の目標などを掲げた「地球温暖化対策計画」

を2016年5月に策定し、「環境基本計画」とともに地球環境の保全・創造の取り組みを進めて

います。

国は、令和３（2021）年４月に、令和32（2050）

年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする脱

炭素社会・カーボンニュートラルの実現を目指し、中期目

標として令和 12（2030）年度までに温室効果ガスを

46％削減することを表明しました。

本市においても令和4（2022）年２月22日に「2050

年ゼロカーボンシティ」を表明し、「2050 年脱炭素社

会」を目指すため、令和５（2023）年３月に「地球温暖

化対策実行計画」を策定しました。

士別市は、天塩川流域の肥沃な大地にあり、これまで自然との共生のなかで、文化や伝統を育

み産業を発展させてきました。そして、先人たちから受け継いだ、かけがえのない恵まれた環境

を次世代に引き継ぐことが私たちの重要な責務です。このため、二酸化炭素（ＣＯ２）削減、ごみ

減量化、リサイクルの推進、廃棄物適正処理、不法投棄防止対策、環境美化運動、花いっぱい運

動等を行っていますが、より一層の環境への取り組みを推進していく必要があります。

天塩岳
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２ 計画の趣旨・目的

士別市は、「天塩岳」「天塩川」をはじめとする豊かな自

然から恩恵を受けています。その士別市の豊かで美しく良

好な環境の保全・創造に、市民が積極的に努めることを総

意として「士別市環境基本条例」を平成23年2月に制定

し、同年４月から施行しました。

この条例を基本として、環境の保全や創造に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全・創造に

関する基本的な計画として「士別市環境基本計画」を定め

ました。

●士別市環境基本条例第３条（基本理念）

第３条 環境の保全・創造は、市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むうえで必要な環境を

確保し、これを良好な状態で将来の世代に継承することができるように適切に行われなけれ

ばならない。

２ 環境の保全・創造は、地域における多様な生態系の健全性を維持及び回復するとともに、

人と自然との豊かなふれあいを保つことにより、人と自然とが共生できるよう適切に行われ

なければならない。

３ 環境の保全・創造は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、環境への負荷

の少ない循環を基調とする社会、持続的発展が可能な社会の構築を目的として、公平な役割

分担の下に、すべてのものの自主的かつ積極的な取組みによって行われなければならない。

４ 地球環境保全は、すべてのものが人類共通の課題であることを認識し、それぞれの事業活

動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。



- 3 -

●士別市環境基本条例第９条（環境基本計画の策定）

３ 計画の位置づけ

本計画は、条例第9条に基づいて策定したものであり、本市がめざすべき望ましい環境像を設

定するとともに、その実現のための具体的な施策を明らかにします。なお、策定にあたっては、

「士別市まちづくり総合計画」や他の環境関連計画との整合を図りつつ、環境行政の基本的方向

性を示します。

イメージ図

士別市環境基本計画

・環境基本法（国）

・北海道環境基本条例

・循環型社会形成推進基本計画（国）

・北海道廃棄物処理計画 など 士別市まちづくり総合計画
整合

整合

根拠

士別市環境基本条例 まちづくり関連計画

・士別市農業・農村活性化計画

・士別市都市計画マスタープラン

・士別市緑の基本計画

など

整合

環境関連計画

・士別市一般廃棄物処理基本計画

・士別市地球温暖化対策職員実行計画

・士別市地球温暖化対策実行計画

など

調整

連携

第９条 市長は、環境の保全・創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境

の保全・創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければなら

ない。

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(１) 環境の保全・創造に関する長期的な目標

(２) 環境の保全・創造に関する長期的かつ総合的な施策の大綱

(３) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全・創造に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者及び民間団体等（以下「市民

等」という。）の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、第２３条

に規定する士別市環境審議会の意見を聴かなければならない。

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
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４ 対象とする環境の範囲

「環境」とは包括的な概念であり、その範囲を明確に示すことは困難です。また、取り組み

の範囲も時代や社会環境により変化するものです。本計画が対象とする環境保全の範囲につい

ては、条例第8条に規定する施策の基本方針を踏まえ、国や道の環境基本計画との整合を図り、

次の事項を想定します。

５ 計画の期間

本計画の期間は、平成29年度を初年度に、次期総合計画との整合を図るため、令和７年度ま

での9年間とします。

士別市まちづくり総合計画と士別市環境基本計画の期間

年度 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９

調整

調整

計画開始 計画目標

基本計画（現計画） 基本計画（８年間）
基本計画

施策推進（９年間）

（必要に応じて見直し）

士別市

まちづくり

総合計画

士別市
環境基本計画

・大気、水、土壌などの良好な生活環境の保全

・野生生物の種の保存など生物の多様性の確保

・森林、農地、河川、水辺地など、多様な自然環境の保全

・豊かな自然とのふれあいなど潤いと安らぎのある環境の創造

・調和のとれた景観の形成による快適な環境の創造

・廃棄物の減量化、資源の循環的な利用など循環型社会の形成

・地球温暖化防止、オゾン層保護など地球環境の保全
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第２章 現状と課題

１ 生活環境

【大気】

大気汚染の主な原因は、工場・事業所等からの排出

物質や自動車の排気ガスが挙げられますが、近年にお

いては近隣諸国による「ＰＭ2.5⑦」をはじめとする大

気汚染物質のわが国への飛来などが社会問題化してい

ます。

士別市では、重大な大気汚染に至るような事例はあ

りませんが、今後も大気汚染を未然に防ぐため、情報

収集を行うことが重要です。

【水質】

市内を流れる河川のうち、天塩川（中士別橋、朝日橋）

に環境基準点⑧が設けられており、いずれも環境基準を満た

す数値となっています。

士別市では、現在まで環境破壊につながる水質汚濁等は

見られませんが「水質汚濁防止法」等の法令に基づき、万

一に備えた国・道などとの連携体制が必要です。

【騒音・振動】

士別市においては、主に中央市街地区が「騒音規制法」「振動規制法」に基づく規制地域となっ

ており、工事現場における特定建設作業⑨に関する届出等、対策も適切に行われ、ここ数年は騒

音・振動に関する苦情も報告されていません。

また、主要生活圏道路における自動車騒音レベルの測定値は、環境基準値内と良好な状態とな

っています。

【悪臭】

士別市においては、主に中央市街地区が「悪臭防止法」に基づく規制地域となっています。

農業を基幹産業とする士別市では、土づくりによる農業振興を図っており、その振興策として

“堆肥の活用”を推奨しています。春先など農繁期において、堆肥散布による苦情がまれに報告

されていますが、運搬時や作業時に配慮するなどの対策を依頼しています。

その他、環境に重大な影響を及ぼすような悪臭被害はありません。

【土壌】

士別市においては、年に数件、灯油などの「油漏れ」による土壌汚染の事例がありますが、事

後処理は適切に行われ、いずれも重大な環境汚染につながる状況には至っていません。今後も

「土壌汚染対策法」等の法令に基づき対処します。
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２ 生物の多様性

【動植物】

士別市には、天塩岳をはじめとした山々や天塩川などの河川といった雄大な自然があり、希少

生物を含む多くの動植物が生息しています。

近年は、観光イベントやレクリエーションが多様化され、自然を活用したものが増えてきてい

る一方、生息域を損なう行為の発生が危惧されるところであることから、自然を守るための日頃

の取り組みが重要となっています。

３ 自然環境

【森林】

士別市は、多くの森林資源を有しており、総面積

111,922ha のうち、森林面積は 83,099ha で、全体の約

74％を占めています。

全国的にも、豊かな海を取り戻すための森林整備や、洪水対

策のための植樹など、森林の持つ多面的な機能の重要さが認識

されてきています。また、台風等の自然災害による被害も深刻

化しており、山地災害防止機能の高い森林整備が求められてい

ることとともに、社会経済の健全な発展と安全で潤いのある居

住環境の保全・形成等を図るための森林資源の整備充実を計画

的に取り組むことが重要となっています。

【農地】

士別市の経営耕地面積は、概ね14,000haで推移

しています。一方、農家戸数の減少に伴い、1戸当た

りの経営面積が増加傾向となっています。

また、経営者の高齢化もあり、新たな労働力の確保

が課題となっています。今後、農家戸数の減少に伴

い、耕作放棄地の拡大が懸念されています。

【河川】

士別市は、北海道第2の大河「天塩川」の源流を占め、その

悠々たる流れが肥沃な大地をつくってきました。

これまでにも、河川愛護月間（7月）の周知啓発や「天塩川

クリーンアップ大作戦」の実施など多くの親水・清掃活動を実

施し、河川環境の保全に努めてきましたが、市民が数多くの恩

恵を受けてきた天塩の恵みをこれからの世代に引き継ぐため、

今後も河川環境の保全に取り組みます。

天塩川の源流
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【湖沼】

岩尾内湖とポンテシオ湖は、天塩川を堰きとめたダム湖で

す。

岩尾内湖は、満々と水を湛える湖を横切る岩尾内大橋が湖

面に映え、自然と人工の造形が素晴らしい湖です。周辺には

キャンプ場や貸し別荘が整備されており、釣り（ヤマメ）、カ

ヌー、ボートなども楽しむことができます。

ポンテシオ湖は、朝日町の天塩川最上流部に、昭和58年

に完成しました。フライフィッシングには最適な湖で、アメ

マス、ブラウントラウト、ニジマスなどの釣りが楽しめます。

４ 自然とのふれあい

「天塩岳」「天塩川」「岩尾内湖」をはじめとする自然環境が多く存在する士別市では、これらを

利活用し「天塩岳・天塩川魅力発信プロジェクト推進事業」「天塩川源流まつり」などの事業展開の

中で「天塩岳山開き登山」「岩尾内湖水まつり」といった自然とふれあうことのできるイベントが多

く実施されており、多くの市民がこれらに参加しています。

今後も多くの市民が自然とのふれあいを通じ、自然環境保護や環境教育の一助となるような事業

を推進します。

５ 景観

士別市は、昭和23年に都市計画区域⑩を設定し、昭和47年には用途地域⑪を定め、現在まで計

画的な都市計画事業を進めていますが、社会情勢の変化などにより、周辺地区での土地利用拡大が

進む一方、空き店舗や空き家の増加など、中心市街地における空洞化が顕著となっていることから、

都市機能を誘導し、コンパクトなまちづくりの検討や周辺環境に配慮した景観の形成が必要です。

６ 循環型社会

【廃棄物】

士別市は、平成３年からビン・缶の分別

収集を開始し、現在までに22分別収集を

行っています。平成29年４月に環境セン

ターが稼働となり、令和元年10月からは

ごみの有料化を実施しました。今後も引き

続き、徹底したごみの再資源化と減量化を

図っています。

岩尾内湖と岩尾内ダム



- 8 -

【リサイクル】

士別市では、廃棄物の減量化や温室効果ガスであ

る「メタン」の排出抑制を進めるため、平成3年

の「ビン・缶」を皮切りに、ペットボトル、プラス

チック類、紙類などの分別を行っています。収集さ

れた廃棄物は、リサイクルセンターで中間処理さ

れ、委託により他施設で焼却されるものや最終処分

場で埋め立てられるもの以外は、リサイクル（再資

源化）原料として出荷しています。

【市民への啓発】

市民への分別の徹底と理解を深めるため、各自治会でごみの分別指導等を行う「リサイクル推

進員」を配置し、さらに自治会等のコミュニティ向けにごみ分別の出前講座や各地域で「ごみ懇

談会」を実施し、ごみの減量化・再資源化の推進を図っています。

士別市のごみ処理体系図

コミュニティ向け懇談会
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【エネルギー】

多くの家電製品の普及や生活スタイルの多様化により、エネルギーも大量に消費される時代と

なりました。これに伴う環境への負荷も大きな社会問題となっており、省エネルギー・新エネル

ギーに向けた取り組みも強く推進されています。1970年代に起きた世界的な「石油危機」以

降、省エネルギーの重要性が認識され、各家庭や職場でも、様々な取り組みが行われましたが、

近年は石油に代わる代替エネルギーの可能性に注目が集まっています。市内で活用できる再生可

能エネルギーについては、国や道の先行事例も参考とするなかで将来にわたって市民に有益な体

制が構築されるよう、引き続き調査・研究を深めます。

７ 地球環境

【地球温暖化】

地球温暖化の原因といわれている温室効果ガスの排出は、各産業の近代化、工業化により年々

増え続け、世界的な課題となっています。

【第2次士別市地球温暖化対策職員実行計画】

「日常業務における取り組み」「施設改修等における取り組み」「職員の意識啓発に向けた取り

組み」の３つに分類し、温暖化防止に努めています。

【士別市地球温暖化対策実行計画】

本計画は「改正地球温暖化対策推進法」に基づき、国が目標として掲げる令和12年（2030

年）の温室効果ガス46％の削減、北海道は更に踏み込んだ48％の削減目標を掲げています。

本市は、令和４（2022）年２月22日に「2050年ゼロカーボンシティ」を表明し、行政・

市民・事業者が一体となって地球温暖化対策を推進し、最終的に国が掲げる脱炭素社会・ゼロカ

ーボンシティの実現を目指すことを目的として計画を策定しました。

【士別市バイオマス資源堆肥化施設】

士別市では、平成25（2013）年に生ごみ、平成26（2014）年に剪定枝の分別収集を開始

し、「士別市バイオマス資源堆肥化施設」で堆肥化し、有効利用することで、温室効果ガスの排出

削減に努め、さらに農地の地力増強及び有機農業の推進を図っています。

【環境学習・環境教育】

環境保全活動を推進するためには、わたしたち一人ひとりの活動が環境とどのような関わりを

もち、どのような負荷を与えているのかを認識し、環境に配慮した活動を実践することが大切で

す。そのためには、学校における環境教育や家庭・地域・職場における環境学習を通して、環境

を保全し、よりよい環境を創出するための豊かな感性を育むことが必要です。
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第３章 将来像と基本目標

１ 理想的な将来像

２ 基本目標

「理想的な将来像」の実現に向け、条例第8条に規定する施策の基本方針に基づき、7つの基

本目標を設定します。

①大気、水、土壌などの良好な生活環境の保全

（１）自然豊かな士別市の空気と水を守るため、大気環境や水環境の保全活動を推進しま

す。

（２）住みよい士別市の創造を図り、土壌汚染や住環境悪化の防止対策に努めます。

②野生生物の種の保存など生物の多様性の確保

（１）自然豊かな士別市の動植物を守るための自然保護活動を推進します。

③森林、農地、河川、水辺地など、多様な自然環境の保全

（１）緑豊かな士別市の自然を守り育てるため、山岳、河川、湖沼、森林等の環境保全に向け

た取り組みを推進します。

「永久に天塩の流れと緑に育まれ、
と わ

豊かで環境にやさしいまち士別」

・天塩の恵みに育まれた豊かな自然と、そこに息づく動植物たちが、市

民とのふれあいの中で守り育てられていくまち。

・循環型資源である堆肥の活用など、土づくりを推進し、活気のある農

業を推進するまち

・環境保全活動を積極的に推進し、環境と調和しながら商工業を発展さ

せるまち。

・環境にやさしいきれいな景観を市民みんなで創造し、住みよい住環境

をつくるまち。

・これらの取り組みが、多くの市民の手によって士別の将来を担う次世

代の人たちに受け継がれていくまち。
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④豊かな自然とのふれあいなど潤いと安らぎのある環境の創造

（１）道立自然公園「天塩岳」や北海道第2の大河「天塩川」に親しみ、山岳、河川、湖沼

等において、自然とのふれあいを大切にする環境づくりに努めます。

⑤調和のとれた景観の形成による快適な環境の創造

（１）市民参加による緑化推進運動を計画的に展開します。

（２）自然との調和がとれた景観づくりを市民との協働のもとで進め、都市と自然との共存を

めざします。

（３）これまで歩んできた歴史を重んじ、文化財等の保護を通して地域環境の保全を推進しま

す。

⑥廃棄物の減量化、資源の循環的な利用など循環型社会の形成

（１）廃棄物の適正処理及びリサイクルのさらなる推進を図ります。

（２）士別市における再生可能エネルギー導入に向けて調査・研究を深めます。

（３）「士別市農業・農村活性化計画」に基づき、持続可能な農業・農村の構築をめざすため、

土づくりを基本とした農業を推進します。

⑦地球温暖化防止、オゾン層保護など地球環境の保全

（１）士別市地球温暖化対策実行計画に基づき、限りある資源を大切にするとともに、温室効

果ガスの排出を全体としてゼロにする脱炭素社会・ゼロカーボンシティの実現を目指す

取組を推進します。

（２）環境に対する市民の理解を深めるための学習活動を推進します。

（３）インターネットやＳＮＳの活用のもと、環境に関する情報公開を行い、情報を共有する

ことにより環境に対する共通理解を図ります。
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第４章 施策の展開

本計画の推進について、第3章で掲げた将来像と基本目標の実現に向け、次のような施策を展開し

ます。

施 策 の 体 系

【 基 本 目 標 】 【 取 組 方 針 】

・大気環境・水環境・土壌環境の保全

・環境汚染の防止、住環境の保全

・自然保護活動・自然保護教育の推進

・自然環境の保全

・自然とのふれあい

・緑化運動の推進

・都市と自然との共存をめざした景観

・文化財の保護等による地域環境の保全

・廃棄物の適正処理とリサイクル

・再生可能エネルギーの調査研究

・土づくりを基本とした農業の推進

・温室効果ガス排出削減

・環境学習活動の推進

・情報の共有

理想的な将来像

①大気、水、土壌などの良好な
生活環境の保全

②野生動物の種の保存など生物
の多様性の確保

③森林、農地、河川、水辺地な
ど、多様な自然環境の保全

④豊かな自然とのふれあいなど
潤いと安らぎのある環境の創造

⑤調和のとれた景観の形成によ
る快適な環境の創造

⑥廃棄物の減量化、資源の循環
的な利用など循環型社会の形成

⑦地球温暖化防止、オゾン層保
護など地球環境の保全
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① 生活環境の保全

（１）自然豊かな士別市の空気と水を守るため、大気や水環境の保全活動を推進します。

・“アイドリングストップ”を推進します。

・低公害車の導入についての啓発等を図ります。

・下水道などの排水対策の充実を図ります。

（２）住みよい士別市の創造を図り、環境汚染や住環境悪化の防止対策に努めます。

・市道、河川等について、各種計画に基づき整備を図ります。

・巡回パトロールを実施し、不法投棄、不法焼却等の発見や防止に努めます。

・「騒音規制法」「振動規制法」に基づき、騒音、振動の発生抑止に努めます。

●数値目標

② 生物の多様性の確保

（１）士別市の動植物を守るための自然保護活動を推進します。

・生態系維持に向けた動植物等の自然環境の保全を推進します。

・児童生徒や各種団体が環境について学び、行動する場を提供します。

●数値目標

環　境　指　標 単位

基準年

平成27年

（2015）

目標年

令和７年

（2025）

二酸化窒素　環境基準達成率 ％ 100.00 現水準を維持

天塩川の水質基準（ＢＯＤ） m g/ℓ 0.8 現水準を維持
公共下水道接続率

（公共下水道接続人口/公共下水道整備区域内人口）
％ 98.27 99.53

農業集落排水接続率
（農業集落排水接続人口/農業集落排水整備区域内人口）

％ 96.52 100.00

合併処理浄化槽処理人口普及率

（合併処理浄化槽設置人口/市人口）
％ 65.10 82.67

不法投棄搬入数 件 10 0

自動車騒音（2地点平均値） dB 60 60

環　境　指　標 単位

基準年

平成27年

（2015）

目標年

令和７年

（2025）

鳥獣保護区面積 ha 31 現状を維持

自然観察会等参加者 人 716 540
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③ 多様な自然環境の保全

（１）緑豊かな士別市の自然を守り育てるため、山岳、河川、湖沼、森林等の環境保全に向けた

取り組みを推進します。

・「士別市森林整備計画」に基づく森林資源の保全育成に努めます。

・「士別市緑の基本計画」に基づく緑地の保全に努めます。

・自然との調和を図り、持続的な環境保全に向けた事業を推進します。

・遊休農地の解消や新たな耕作放棄地の未然防止に向けて、適切な農地管理に向けた対策

を実施します。

●数値目標

④ 潤いと安らぎのある環境の創造

（１）道立自然公園「天塩岳」や北海道第2の大河「天塩川」に親しみ、山岳、河川、湖沼等

において、自然とのふれあいを大切にする環境づくりに努めます。

・「天塩岳、天塩川魅力発信プロジェクト」を推進します。

・「天塩川クリーンアップ大作戦」などの河川の親水・清掃活動を実施します。

・公園や観光施設などの自然と調和した施設整備を図ります。

・河川、湖沼に生息する生物の保護に向けた取り組みを推進します。

・各自ごみの持ち帰りを行うなど、自然をいたわる行動を啓蒙します。

●数値目標

環　境　指　標 単位

基準年

平成２７年

（2015）

目標年

令和７年

（2025）

森林整備面積 ha 194.24 190.00

間伐面積 ha 66.48 60.00

環　境　指　標 単位

基準年
平成27年

（2015）

目標年
令和７年

（2025）

天塩岳登山者数 人 2,450 2,500

さけ放流数 匹 2,800 1,200

天塩川クリーンアップ大作戦参加者数 人 214 240
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⑤ 調和のとれた景観の形成

（１）市民参加による緑化を推進するため、運動を計画的に展開します。

・「花いっぱい運動」など、市民参加での緑化推進運動を行います。

・市民植樹祭の実施など、緑豊かなまちの形成を推進します。

（２）自然との調和がとれた景観づくりを市民と協働で行い、都市と自然との共存をめざします。

・ごみのポイ捨てをしないモラルの醸成を図るための啓発を行います。

・各地域や事業所等による環境美化活動を推進します。

・魅力あふれる公園や緑地の整備を図ります。

・犬猫の排せつ物の処置など、ペット飼育マナーの周知に努めます。

・空き地や空き家の適正管理指導を強化します。

（３）これまで歩んできた歴史を重んじ、文化財等の保護を通して、地域環境の保全を推進しま

す。

・文化財や遺跡等の保護を行います。

・地域の歴史・文化・景観保全活動を推進します。

●数値目標

士別市指定文化財「祖神の松」

環　境　指　標 単位

基準年

平成27年

（2015）

目標年

令和７年

（2025）

市民植樹数 本 38,500 38,500

都市公園数 ヵ所 28 現有数を維持

都市公園面積 ha 129.2 現状規模を維持

登録指定文化財数 件 4 4
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⑥ 循環型社会の形成

（１）廃棄物の適正処理とリサイクルのさらなる推進を図ります。

・「環境センター」の持つ機能を十分に活用し、埋立ごみの減量化とごみの再資源化に努め

ます。

・ごみ分別に関する懇談会や説明会等を開催します。

・「バイオマス資源堆肥化施設」で生産された堆肥（エコみち君、キッチンリボン）などの

バイオマス資源の利活用を推進します。

（２）士別市における再生可能エネルギー導入に向けた調査・研究を深めます。

国や道の先行事例も参考とするなかで将来にわたって市民に有益な体制が構築されるよ

う、引き続き調査・研究を深めます。

（３）「士別市農業・農村活性化計画」に基づき、持続可能な農業・農村の構築をめざすため、

土づくりを基本とした農業を推進します。

・堆肥を活用した土づくりを推進します。

・適切な施肥や農薬使用の実施（クリーン農業の推進）を推進します。

・家畜糞尿等の適切な処理について啓発を強化します。

・地産地消の推進を通じて、良質な農産物生産のための土づくりを支援します。

●数値目標

環 　 境 　 指 　 標 単 位

基準年

平成２７年

（2015）

目標年

令和７年

（2025）

リ サ イ ク ル セ ン タ ー 処 理 量 ｔ 1,560 1,811

家 畜 糞 尿 等 処 理 量 ｔ 206,626 206,600

学 校 給 食 地 元 食 材 利 用 率 ％ 45.8 50.0
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⑦ 地球環境の保全

（１）士別市地球温暖化対策実行計画に基づき、限りある資源を大切にし、温室効果ガス排出等

による地球温暖化などの影響を減らすための取り組みを推進します。

・地球温暖化の防止を図るためには、各自の意識・行動の積み重ねが重要であることから、

広報等を通じた市民への意識啓発を推進します。

・不要なものは買わない、もらわないことを徹底し、ごみの発生を抑制します。

・ごみの減量化につながる「5Ｒ⑭」の取り組みの推進、啓発等に努めます。

・「士別市ごみ減量化推進協議会」と連携した取り組みを推進します。

・不用品リユースの機会を提供します。

・各種イベント等での廃棄物の量を抑制するため「リユース食器」の利用を促進します。

・省電力により地球温暖化防止につながるＬＥＤ照明の普及を促進します。

・「J-クレジット制度⑮」に登録された「生ごみ等のバイオマス資源堆肥化による温室効果ガ

ス排出削減プロジェクト」の排出削減計画の達成に向けた取り組みを進めます。

（２）環境に対する市民理解を深めるための学習活動を推進します。

・各学校や職場、団体等が実施する環境に関する学習会、研修会等の自主的な環境学習活動

を推進します。

・「環境センター」を核とした環境教育・学習を実施し、市民や子どもたちが環境について学

び、行動する場を提供します。

・環境保全に関する啓発活動を推進します。

・出前講座、市民ふれあいトーク等を実施します。

・地域資源を活用した学校教育を推進します。

（３）インターネットやＳＮＳの活用のもと、環境に関する情報公開を行い、情報を共有するこ

とにより環境に対する共通理解を図ります。

・士別市ホームページの内容の充実を図ります。

・市広報の積極的な活用を図ります。

・各関係機関、団体等からの情報を提供し、共有化を図ります。

・士別市Facebook ページを活用した告知、啓発活動を行います。

●数値目標

環　境　指　標 単位

基準年

平成27年

（2015）

目標年

令和７年

（2025）

ごみ総排出量 ｔ 8,661 5,435

　（市民一人一日あたり） ｇ 1,186 922

ノーレジ・マイバック運動普及率 ％ 91.3 95.0

ＬＥＤ防犯灯設置率 ％ 20.1 65.0
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第５章 推進体制と進行管理
１ 計画の推進体制

本計画の着実な進行のため、副市長と各部次長級職員で構成する「環境基本計画推進会議」にお

いて、関係部局との連携と施策の調整を図ります。

推 進 体 制 図

市 民

・日常生活に伴う環境負荷の軽減

・市の施策への協力

事業者・民間団体・学校

・事業活動に伴う環境負荷の軽減

・市の施策への協力

行 政

市長

推進会議

関係部局

・環境に配慮した施策の策定・

実施

・市民、事業者の活動の支援・

調整

士別市環境審議会

国・道・他市町村

答申 諮問

連携

情報提供・共有

連携 連携

参加 参加
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２ 計画の進行管理

本計画に定める施策の進捗状況について、めざす姿や定量目標との比較などにより点検・評価を

行い、目標達成に向けて随時改善を図ります。（ＰＤＣＡサイクルの活用）

３ 意見の反映

本計画に定める施策の進捗状況について、「士別市環境審議会」に報告を行い、提言等を踏まえた

取り組みを進めます。

４ 計画の見直し

本計画の進捗状況の点検・評価の結果や人口減少・社会情勢の変化等を踏まえ、施策の展開方向

などについて、必要に応じ見直しを行います。

ＰＬＡＮ
【計画】
目標設定・
計画策定

ＤＯ
【実施】
計画実施

ＣＨＥＣＫ
【点検】

実施状況等の
把握・点検

ＡＣＴＩＯＮ
【見直し】
目標・計画の
見直し・修正
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●用語解説
①屯田兵

明治時代に北海道の警備と開拓にあたった兵

士とその部隊である。1874年（明治7年）に

制度が設けられ、翌年から実施、1904年（明治

37年）に廃止された。

士別市は、最後の屯田兵村の一つであり、1899

年（明治32年）に約100戸が入植した。

②地球温暖化

人間の活動が活発になるにつれて「温室効果ガ

ス」（⑤参照）が大気中に大量に放出され、地球全

体の平均気温が急激に上がり始めている現象の

ことを言う。

地球規模で気温が上昇すると、海水の膨張や氷

河などの融解による海面の上昇や、気候メカニズ

ムの変化により異常気象が頻発する恐れがあり、

ひいては自然生態系や生活環境、農業などへの影

響が懸念されている。

③カーボンニュートラル

排出される二酸化炭素と吸収される二酸化

炭素が同量であるため二酸化炭素が増えない、

という概念のこと。

④環境負荷

環境に与えるマイナスの影響を指す。環境負荷

には、人的に発生するもの（廃棄物、公害、土地

開発、干拓、戦争、人口増加など）があり、自然

的に発生するもの（気象、地震、火山など）も環

境負荷を与える一因である。

⑤ＣＯＰ２１

正式名称は「気候変動枠組条約第２１回締約国

会議」。ＣＯＰとは、"Conference of the

Parties"の略で条約に参加する国々の会議とい

う意味。1992年、国連の地球サミットで「気候

変動枠組み条約」が採択され、国際会議の場で地

球温暖化対策を話し合ってきた。2015 年 12

月、その21回目の会議となる“ＣＯＰ21”が

パリで開催され、歴史的な合意「パリ協定」が採

択された。

今回採択された「パリ協定」は、「京都議定書」

以来、18年ぶりとなる法的拘束力を持つ国際合

意であり、世界196の国と地域、先進国から途

上国まですべてが参加する初の枠組みで、永続的

な温暖化対策の協定である。

⑥温室効果ガス

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の

一部を吸収することにより、温室効果をもたらす

気体の総称である。大気中に微量に含まれる二酸

化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ4）、亜酸化窒素（Ｎ

2Ｏ）、フロンなどが、温室効果ガスと言われてい

る。近年、大気中の濃度を増しているものもあり、

地球温暖化（②参照）の主な原因とされている。

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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⑦ＰＭ２．５

微小粒子状物質のことを言い、大気中に浮遊し

ている2.5μm（1μmは1mmの千分の1）以

下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定

めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質（ＳＰＭ：

10μm以下の粒子）よりも小さな粒子である。

ＰＭ2.5 は非常に小さいため（髪の毛の太さの

1/30程度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸

系への影響に加え、循環器系への影響が心配され

ている。

⑧環境基準点

水質汚濁の防止を図る必要のある公共用水域

には、環境基準の類型が指定されている。環境基

準点は、この指定された水域について、環境基準

の維持達成状況を把握するための地点。環境基準

点は水域の利用目的との関連等を考慮して地点

が選定され、水質測定は環境庁の定める統一的な

方法で行われる。

⑨特定建設作業

くい打ち機やバックホウを使用する作業など

をいう。これらの作業は大きな騒音や振動を発生

させることから、法律及び条例で規制を行ってい

る。（参照「騒音規制法」「振動規制法」）

⑩都市計画区域

自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、

交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都

市として、総合的に整備し、開発し及び保全する

必要のある区域として指定されたもの。

都市計画区域は、無秩序な市街化を防止し計画

的な市街化を図るため、必要があるときは、「市

街化区域」及び「市街化調整区域」に区分（線引

き）し、さらに市街化を誘導する市街化区域等に

ついては、用途地域をはじめとする地域地区等を

定める。

⑪用途地域

都市計画では、都市を住宅地、商業地、工業地

など12種類に区分し、これを「用途地域」とし

て定めている。

都市における住居、商業、工業といった土地利

用は、似たようなものが集まっていると、それぞ

れにあった環境が守られ、効率的な活動を行うこ

とができるが、種類の異なる土地利用が混じって

いると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなる

恐れがある。用途地域が指定されている地域にお

いては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物

の建て方のルールが定められている。これによっ

て、土地利用に応じた環境の確保が図られるよう

になっている。

⑫新エネルギー

公的には日本における新エネルギー利用等の

促進に関する特別措置法（新エネルギー法）にお

いて「新エネルギー利用等」として定義され、同

法に基づき政令で指定されるもののことを指す。

現在、政令により指定されている新エネルギーは、

バイオマス（⑬参照）、太陽熱利用、雪氷熱利用、

地熱発電、風力発電、太陽光発電などであり、す

べて再生可能エネルギーである。

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
http://#
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⑬バイオマス

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、

「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源

を除いたもの」である。太陽エネルギーを使って

水と二酸化炭素から生物が光合成によって生成

した有機物であり、私たちのライフサイクルの中

で生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再

生可能な資源である。

このようなバイオマスを燃焼させた際に放出

される二酸化炭素は、化石資源を燃焼させて出る

二酸化炭素と異なり生物の成長過程で光合成に

より大気中から吸収した二酸化炭素であるため、

バイオマスは、大気中で新たに二酸化炭素を増加

させない「カーボンニュートラル」（燃やしても

大気中のＣＯ２の増減に影響を与えない性質のこ

と。）な資源といわれている。

⑭５Ｒ

消費者が取り組むことのできる、ごみの量を減

らすための5つの行動。全て英語の頭文字“Ｒ”

から始まることから“5Ｒ”と呼ばれている。

①Reuse（リユース）：繰り返し使う

②Reduce（リデュース）：ごみをつくらない（発

生させない）

③Recycle（リサイクル）：再生利用する

④Refuse（リフューズ）：ごみになるものを断る

⑤Repair（リペア）：修理して使う

⑮Ｊクレジット制度

省エネルギー機器の導入や森林経営などの取

組による、ＣＯ２などの温室効果ガスの排出削減

量や吸収量を「クレジット」として国が認証する

制度。

本制度は、国内クレジット制度とオフセット・

クレジット（ＪＶＥＲ）制度が発展的に統合し

た制度で、国により運営されている。

本制度により創出されたクレジットは、低炭素

社会実行計画の目標達成や「カーボン・オフセッ

ト」など、様々な用途に活用できる。

「カーボン・オフセット」とは、日常生活や経

済活動において避けることができないＣＯ２等の

温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排

出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出

される温室効果ガスについて、排出量に見合った

温室効果ガスの削減活動に投資すること等によ

り、排出される温室効果ガスを埋め合わせるとい

う考え方である。
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